
国立大学法人九州大学年俸制適用教員の休職中の給与の特例に関する規程

平 成 ２ ６ 年 度 九 大 就 規 第 ５ 号

制 定：平成２６年１２月２６日

（趣旨）

この規程は、国立大学法人 (平成２６年度九大第１条 九州大学年俸制給与の適用に関する細則

就規第４号。以下｢年俸制給与細則｣という。)第１条に定める年俸制適用教員の国立大学法人

九州大学職員休職規程（平成１６年度九大就規第１１号）第５条に規定する休職中の給与の

特例に関する事項を定めるものとする。

（休職中の給与の特例）

第２条 年俸制適用教員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤途上負傷し、若し

くは疾病にかかり 国立大学法人九州大学就業通則 平成１６年度九大就規第１号 以下 就、 （ 。 「

業通則」という ）第１２条第１項第１号の規定により休職となったときは、当該休職の期間。

中、給与の全額（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第７６条の規定による休業補償及

び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第１４条による休業補償給付及び同法

第２２条の２の規定による休業給付等を受ける場合にあっては、当該補償等の額に相当する

額を除く額）を支給する。

２ が結核性疾患にかかり就業通則第１２条第１項第１号に掲げる事由に該当年俸制適用教員

して休職となったときは、当該休職の期間が満２年に達するまでは、年俸制給与細則に規定す

る基本年俸、基本給調整額、扶養手当、及び住居手当（以下「基本年俸等」という 、寒冷。）

地手当のそれぞれ１００分の８０以内、並びに業績給の１００分の１００以内を支給する。

３ が前２項以外の心身の故障により就業通則第１２条第１項第１号に掲げる年俸制適用教員

事由に該当して休職となったときは、当該休職の期間が満１年に達するまでは、基本年俸等及

び寒冷地手当のそれぞれ１００分の８０以内、並びに業績給の１００分の１００以内を支給す

る。

４ が就業通則第１２条第１項第２号に掲げる事由に該当して休職となったと年俸制適用教員

きは、当該休職の期間中、基本年俸等のそれぞれ１００分の６０以内、並びに業績給の１００

分の１００以内を支給することがある。

５ が就業通則第１２条第１項第３号から第６号まで、第９号及び第１０号に年俸制適用教員

掲げる事由に該当して休職となったときは、当該休職の期間中、次の各号の休職事由に応じ、

それぞれ定める割合の基本年俸等及び寒冷地手当並びに業績給を支給する。

(1) 就業通則第１２条第１項第３号から第６号まで及び第９号（第３号に該当する場合を除

く ） 基本年俸等及び寒冷地手当のそれぞれ１００分の７０以内、並びに業績給の１００。

分の１００以内

(2) 就業通則第１２条第１項第６号のうち、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低い

と認められるとき 基本年俸等及び寒冷地手当のそれぞれ１００分の７０を超え１００分の

１００以内、並びに業績給の１００分の１００以内

(3) 就業通則第１２条第１項第９号に該当する場合で、 が業務上の災害又は年俸制適用教員

通勤による災害を受けたと認められるとき １００分の１００

(4) 就業通則第１２条第１項第１０号 休職の事由に応じて個別に定める。

６ 休職中の には、前項までの規定による場合を除き、給与を支給しない。年俸制適用教員

附 則

この規程は、平成２７年１月１日から施行する。


